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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向の一端側に幅狭部、他端側に幅広部を有し該幅狭部と幅広部を通して中央に突
条部を形成してなるホルダー板を２枚対向させると共に、これら２枚のホルダー板の幅広
部間に、一端が幅狭部と反対方向に延びる一対の掴み部を固定してなるホルダー部と、該
ホルダー部の幅狭部にて軸支されかつ先端に刃部が取付けられ後端が前記掴み部内側に沿
って延びる２本のカッターレバーを、前記突条部を挟んで設けてなるカッター部と、から
構成したことを特徴とするＰＣ鋼より線用シースカッター。
【請求項２】
　前記ホルダー板の中央の突条部内に沿ってパイプを固着し、これをＰＣ鋼より線挿通部
とすることを特徴とする請求項１記載のＰＣ鋼より線用シースカッター。
【請求項３】
　突条部の内側もしくは該突条部内に固着したパイプ内側に、刃部でカットされたシース
に接して引抜くための皮むき機構を設けたことを特徴とする請求項１又は２記載のシース
カッター。
【請求項４】
　前記カッターレバーのホルダー板に対する軸支点の位置を可変とするか、もしくは刃部
のシースに対する切り込み角度を可変とすることで、シース径の変更に対応し得るように
したことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のＰＣ鋼より線用シースカッター。
【請求項５】



(2) JP 4792304 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

　前記掴み部とカッターレバーとの間に、両者を広げる方向に付勢するバネを設けたこと
を特徴とする請求項１～４のいずれか１項記載のＰＣ鋼より線用シースカッター。
【請求項６】
　カッターレバー先端の刃部を着脱自在とし、任意に取替え可能としたことを特徴とする
請求項１～５のいずれかに記載のＰＣ鋼より線用シースカッター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレストレストコンクリート（ＰＣ）鋼より線用シースカッター、特に、プ
レグラウトＰＣ鋼より線のシースを容易に切除することができるＰＣ鋼より線用シースカ
ッターに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、土木分野において採用されるポストテンション工法によるプレストレストコン
クリート構造物は、緊張材であるＰＣ鋼より線をシースに挿通し、緊張定着後にシース内
部にセメントグラウトを注入している。近年、前記セメントグラウトの注入を省略できる
プレグラウトＰＣ鋼より線が実用化されている。図５にこのプレグラウトＰＣ鋼より線の
構造を示すが、ＰＣ鋼より線の表面に流動性のある硬化性エポキシ樹脂を塗布し、外周に
は高密度ポリエチレン樹脂を厚み１．５～２．５ｍｍで押出し、シースとして凹凸を有す
る形状に異型成形する。
　ＰＣ鋼より線は施工時に、その定着端部及び緊張定着端部が、シースの外方からでは定
着具及びジャッキのクサビが掛止できないため、シース及び硬化性エポキシ樹脂部分を切
除してより線を剥き出し状態にする必要がある。
【０００３】
　シースの切除方法としては、従来でははさみやニッパー等を使用していたが、シースが
厚く硬い場合は容易に切断できない、という問題があった。また、ＰＣ鋼より線の定着端
部は、図６に示すようなコンクリート体に凹部を形成した、所謂箱抜き構造となっている
ことが多く、この構造ではシースを横から切断するには、施工状態のプレグラウトＰＣ鋼
より線を手前に引き出してから切断し、切除後に元の位置に戻すという手間がかかってい
た。
　上記のはさみやニッパーに代わるシース切除手段として、従来においては、特許文献１
及び特許文献２のシースカッターが提案されている。特許文献１のカッターは、ニッパー
タイプの食い切り工具様のカッター部と、ＰＣ鋼材を保持する直管或いはＵ字状溝を有す
る鋼材保持部材とから構成され、安定した姿勢で切断できると共に、刃部を支圧板の至近
位置まで沿わせて切断することができるという効果を奏するとしている。また、特許文献
２に開示されるシースカッターは、二本の主材を交差させて軸止めし、これら二本の主材
の軸から一方側を切断部、他方側を屈曲した握り部とし、切断部側の主材には対向する半
円形の切り欠き部を設け、該切り欠き部の周囲を囲むように複数個の円盤形の刃を配置し
た構成としており、これによって狭い空間でも確実かつ容易にシース全周を切断できると
共に、９０度程度の回転で切断し得るという効果を奏するとしている。
【特許文献１】特開２０００－３１７１５７号公報
【特許文献２】特開２００３－１３４６２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１のシースカッターは、交差１点ヒンジ方式のニッパ
ータイプの切断となるため、プレグラウトＰＣ鋼より線のような肉厚シースの場合には、
切断作業にかなりの力と時間を要して非能率的であり、また、特許文献２のシースカッタ
ーにおいても、特許文献１と同様に、切断作業が交差１点ヒンジ方式のレバーを押す形式
であるため、やはり切断に多大の力と時間を要するという問題点があった。加えて、いず
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れの形式のシースカッターにおいても、全体を安定して保持する構造体を有していないこ
とから、場合によってはカッター操作に支障を来すおそれもある。
　更に重要なことは、従来のシースカッターが作業時に、レバー又は主材先端をはさみ状
に開いて閉じるという基本構造を必須としていることから、図６に示す箱抜き構造体で使
用する場合には、そのサイズによってはシースカッターが挿入できず作業が不可能となり
、やむを得ずより線を外部に引っ張り出してシースをカットしてから、元に押し込むとい
う作業形態を採用せざるを得ないのが実情であった。
　本発明は、このような従来のシースカッターの問題点及び実情を考慮してなされたもの
で、シース切除部が可及的に最小の外径を保持した(外方に開かない)構造であるので、狭
い箱抜き構造体であっても適用可能であり、しかもシースを最も望ましい位置で切除でき
ると共に、プレグラウトＰＣ鋼より線のような肉厚シースの切断についても通常の握力程
度の力で足り、かつ、全体が箱抜き構造に対応した形状のホルダーにて保持されているた
め、常に安定した状態で切断操作を行うことができるＰＣ鋼より線用シースカッターを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための本発明に係るＰＣ鋼より線用シースカッターは、長手方向の
一端側に幅狭部、他端側に幅広部とを有し該幅狭部と幅広部を通して中央に突条部を形成
してなるホルダー板を２個対向させると共に、２個のホルダー板の幅広部の間に、一端側
が幅狭部と反対方向に延びる掴み部を固定してなるホルダー部と、該ホルダーの幅狭部に
て軸支されかつ先端に刃部が取付けられ後端が前記掴み部に沿って延びる２本のカッター
レバーを、前記突条部を挟んで対称に設けてなるカッター部と、から構成したことを特徴
とする。
　また、上記のシースカッターにおいては、前記ホルダー板の中央の突条部内に沿ってパ
イプを固着し、これをＰＣ鋼より線挿通部とすること、更に、前記カッターレバーのホル
ダー板に対する軸支点の位置もしくは刃部のシースに対する切り込み角度を可変とし、シ
ース径の変更に対応し得るようにしたことや、前記掴み部とカッターレバーとの間に、両
者を広げる方向に付勢するバネを設けることが好ましい。
　加えて、本発明のシースカッターにおいては、ホルダー板中央の突条部の内側もしくは
該突条部内に固着したパイプ内側に、刃部でカットされたシースに接してこれを引抜くた
めの皮むき機構を設けたことを特徴とする。該皮むき機構は、突条部もしくはパイプへの
ＰＣ鋼より線の挿通時には支障とならず、シースカット後の引き抜き時にシースに係止す
る形状に構成することが好適である。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係るシースカッターによれば、ニッパータイプの開いて閉じる切断ではなく、
カッター部がそれぞれ独立したヒンジを介してホルダー部に軸支されているため、閉じて
開かない非拡径タイプの切断となり、箱抜き形状のような狭隘な箇所に対しても挿入可能
であり、しかも、大きな握力を発揮できる掴み方式でシースを切除することから、プレグ
ラウトＰＣ鋼より線の肉厚シースであっても樹脂部分と共に容易に切断可能である。また
、カッター全体を箱抜き構造に嵌合するホルダー部で保持する構造であるため、施工状態
のままで安定した状態でシース及び樹脂部分を切除できる。更に、カッターの刃が必ずシ
ースに対しほぼ垂直に入るため、刃部に余分の外力がかからず寿命が長くなると共に、シ
ースを余らせることなく最適な位置で切断し得る利点もある。
　また、切断したシースを簡単にむくための機構を設けた本発明のシースカッターによれ
ば、切断後のシースを容易により線から取り除くことができるため、刃部にかかる負担を
軽減し得ることとなり、その長寿命化に寄与する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面に示す最良の実施形態に基づいて本発明を説明する。
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　図１は本発明に係るシースカッターの具体例を示す正面図で、図２（ａ）は図１のＡ―
Ａ′断面図、図２（ｂ）は図１の左側面端面図である。図示の如く、シースカッターは、
基本的にはカッター全体を保持するホルダー部と、該ホルダー部の内部に組み込まれるカ
ッター部とから構成される。
　前記ホルダー部は、図示の如く、段部１ｃを介して略Ｔ字状に配置した幅狭部１ａと幅
広部１ｂとを有しかつ該幅狭部１ａと幅広部１ｂを通して中央に断面山形状の突条部１ｄ
を形成してなるホルダー板（ホルダー本体）１を２枚相対向させると共に、これら２枚の
ホルダー板１の幅広部１ｂの間に、一端側が幅狭部１ａと反対方向に延びる２本の掴み部
２を固定してなるものである。ホルダー板１の幅狭部１ａは、実際のシース切除作業では
、箱抜き定着構造の中に入る部分であり、箱抜き寸法に合わせた幅と長さを有し、幅広部
１ｂは箱抜き定着構造の外方に出る部分であり、幅狭部１ａと幅広部１ｂの段部１ｃはコ
ンクリート端面に当接したときにカッター部分が所定の位置に正確にセットされる役目を
果たす。
　図示の例では、ホルダー部の幅狭部１ａと幅広部１ｂが段部１ｃを介して明確に区分さ
れた形状のものを示したが、本発明ではホルダー部先端側が箱抜き構造に容易に挿入され
かつ後端側に掴み部２が確実に取付けられる形状であれば、他の任意の形状を採用するこ
とも可能である。例えば、ホルダー部全体を段部の存在しないテ－パ―形状に類似する形
に形成することができる。
【０００８】
　ホルダー板１の掴み部２は、例えば鋼管を溶接によって２枚のホルダー板１の間に固着
することで形成する。また、突条部１ｄの内部には、切除するシ－ス部を被覆したＰＣ鋼
より線を挿通するための円形パイプ（例えば、鋼管）３を固定している。該パイプ３は、
ＰＣ鋼より線の挿通のための充分な口径を有することが必要である。
　なお、図示の例では、２枚のホルダー板１の対向する突条部１ｄ内に、別途鋼管を固着
してＰＣ鋼より線挿通部とした場合を示したが、勿論、鋼管を設けずに対向する突条部１
ｄだけでＰＣ鋼より線挿通部を形成してもよく、この場合には突条部１ｄを断面円弧状或
いは多角形状に形成してもよい。
【０００９】
　次に、上記ホルダー内に組み込まれるカッター部は、ホルダー板１の幅狭部１ａにて支
点となるヒンジ４によって軸支され、かつ幅狭部１ａより突出した先端部に刃部（通常、
平刃からなる）６が取付けられ後端側が前記掴み部２に沿って延びる２本のカッターレバ
ー５を、前記突条部１ｄを挟んで対称に設けて構成されている。２本のカッターレバー５
（以下、単にレバーという）は、断面矩形状の剛性のある材料（例えば、金属製の棒材）
からなり、後端側は握りやすい形状にしている。これらの対向する２本のレバー５の後端
部を互いに開く方向に、即ちレバー５を掴み部２に近づける方向に移動することで、先端
側の刃部６は、互いに閉じる方向に動きＰＣ鋼より線８のシース９に食い込み（図１の下
側のレバー及び刃部の状態）、反対にレバー５を互いに閉じる方向に移動したときは、刃
部６は開く方向に動く（図１の上側のレバー及び刃部の状態）。このようなレバー５のヒ
ンジ４を介した開閉動作は、実際のシース切除時において作業員がホルダーの掴み部２と
レバー５を同時に握ることによって行われる。
　シースの切除時には掴み部２とレバー５を一緒に握ることになるが、切除後にはレバー
５が自動的に元位置に戻るように、掴み部２とレバー５との間に両者を広げる方向に付勢
するバネ７を設けておくことが好ましい。
【００１０】
　刃部６は、好ましくは図２（ｂ）の如く、ねじ１０によりレバー５の先端面に取付けら
れ、適宜交換可能にしている。刃部６の交換は、刃部の摩耗・損傷した場合や、或いは常
にシースに対し直角に食い込むように取付け角度を変えるために行う。また、刃部６の硬
度は、ＰＣ鋼より線のそれよりは若干低目にしておくことにより、シースのカット時によ
り線自体を損傷させないように考慮することも可能である。
　更に、レバー５の支点位置（ヒンジ４位置）は一定の範囲で可変としておくことにより
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、刃部６の食い込み深さを変更できることから、切除対象となるシースの径に対応した適
正な食い込み深さになるように、予め複数の支点位置をホルダーの幅狭部１ａに設けてお
き、適用するシース径に応じた支点位置を予め選択してレバー５を取付けておく。また、
支点を固定してシース径に対応した角度の刃部と交換するようにしてもよい。
【００１１】
　本発明に係るシースカッターの実際の使用にあたっては、図３に示すように、ホルダー
部の２本の掴み部２を作業員が両手で持ち、施工中の箱抜き構造体内のプレグラウトＰＣ
鋼より線８の端部をホルダー部のパイプ３に位置合わせして挿通してから、刃部６が支圧
板に接触するか、又はホルダー板１の段部１ｃがコンクリート１１にあたったところで、
作業員がそれぞれ２組の掴み部２及びレバー５を両手で強く握ることにより、刃部６の刃
先がＰＣ鋼より線８のシース９に食い込み、そのまま軸周りに回転させながら手前に引く
ことで、シースと共に硬化性エポキシ樹脂を切除する。全体を軸周りに回転しやすいよう
に、別途ガイド機構などを設けることも可能である。
【００１２】
　刃部６によるシース９の切断とその除去に際しては、硬化性エポキシ樹脂が硬化すると
困難となるため、硬化しない間に行うことが望ましいが、図１に示すシースカッターの態
様では、いずれにせよ切断後のシースの除去は刃部に依存する(刃部で掻き取る状態とな
る)こととなり、場合によっては刃先に大きな負担が加わる。このため本発明においては
、切断後のシースの除去機構(皮むき機構)として刃部だけに頼らない機構を有するシース
カッターを別の形態例として示すものである。
　すなわち、図４（ａ）（ｂ）に示すように、２枚のホルダー板１の対向する突条部１ｄ
内に円形パイプ３を固着してＰＣ鋼より線挿通部とした例において、前記パイプ３内に、
カッター刃先方向の一端側を固定支点１２としてパイプ内面に取付けた扇状の押さえ板１
３と、該押さえ板１３の他端側をパイプ径方向に押し付け可能にした押さえねじ１４とか
らなる、皮むき機構を配置している。該皮むき機構は好ましくは図示の如く対向して１対
設ければよいが、少なくとも１個あればよい。
【００１３】
　上記の皮むき機構は、パイプ３にＰＣ鋼より線を挿通するときには邪魔にならず、所定
の位置でシースをカットした後は、押さえねじ１４にて押さえ板１３を押し込んで押さえ
板１３の先端がシースパイプ９のリブ凹部に入り込み、この状態で引抜くことでシース部
を取り去り剥き出しにする。押さえ板１３の扇状はシースの円周に合わせた形状とし、で
きるだけシースに密接するように考慮する。
　皮むき機構は、上記した構造のものに限ることなく、より線にパイプを挿通する場合に
は、より線とパイプの相対的な移動の支障とはならず、反対にパイプをより線から引抜く
方向ではパイプの内面がより線のシースと係止状態となってシースを引っ張り出すような
機能を有するものであれば、いかなる構造及び形状のものでも差し支えない。
　なお、刃先の保護(カッター取り扱い時の落下や衝突等の事態に対する)のために、箱抜
き形状の内寸よりは小さい刃先ガード機構、例えば、円筒状、多角管状に形成したガード
機構を刃先の外側に装着しておくことが望ましい。
【実施例】
【００１４】
　図３に示す態様で下記の条件にて本発明のシースカッターを適用した場合の性能を、従
来方式（特許文献１）と比較して示す。
［実施条件］
・箱抜き構造体：深さ１８０ｍｍ、底部径１３５ｍｍ、上端径１７０ｍｍ
・プレグラウトＰＣ鋼より線径（シース被覆状態）：２８．６ｍｍ
・シースカッター：全長（刃部からつかみ部後端まで）３１０ｍｍ、ホルダー板幅狭部の
幅１００ｍｍ、パイプ外径４８．６ｍｍ
［結果］（表１に示すとおり）
【００１５】
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【表１】

【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係るシースカッターの具体例を示す正面図である。
【図２】（ａ）は図１のＡ－Ａ′線断面図、（ｂ）は図１の左側面図である。
【図３】本発明を実際の箱抜き定着構造に適用した場合を示す説明図である。
【図４】（ａ）は本発明に係るシースカッターにおけるＰＣ鋼より線挿入用の円形パイプ
にシース係止機構を設けた例を示す説明図、（ｂ）はその側断面図である。
【図５】（ａ）はプレグラウトＰＣ鋼より線の断面図、（ｂ）はシース外観図である。
【図６】プレグラウトＰＣ鋼より線を施工する箱抜き定着端部を示す説明図である。
【符号の説明】
【００１７】
　　１　　ホルダー板　　　　　　　　　　１ａ　　幅狭部
　１ｂ　　幅広部　　　　　　　　　　　　１ｃ　　段部
　１ｄ　　突条部　　　　　　　　　　　　　２　　掴み部
　　３　　円形パイプ　　　　　　　　　　　４　　ヒンジ
　　５　　カッターレバー　　　　　　　　　６　　刃部
　　７　　バネ　　　　　　　　　　　　　　８　　ＰＣ鋼より線
　　９　　シース　　　　　　　　　　　　１０　　ねじ
　１１　　コンクリート　　　　　　　　　１２　　押さえ板支点
　１３　　押さえ板　　　　　　　　　　　１４　　押さえねじ
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